
 

令和７年５月９日 

 

地域企業等のイノベーション創出に向けた支援体制を強化します 

（四国 NEDOデスクの設置） 
 

四国経済産業局と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（以下、NEDO）は、四国経済産業局内に「四国 NEDO デスク」を設置し、四国

地域におけるスタートアップや中堅・中小企業等のイノベーション創出に向け

た支援体制を強化します。 

１．概要 

経済産業省では、イノベーションの創出を通じた我が国の産業技術力の強

化に向け、民間企業などにおけるイノベーションを促進する環境整備を進め

ています。 

四国経済産業局と NEDOは、これまで行ってきたスタートアップや中堅・中

小企業等のイノベーション創出に向けた支援を一層強化するため、この度、

四国経済産業局に「四国 NEDOデスク」を設置することといたしました。 

NEDO の担当職員が四国経済産業局と連携して、技術開発に取り組む企業等

からの相談に応じて NEDOの支援策を説明するほか、地域における行事やイベ

ントで NEDO の活動・支援施策を紹介するなど、四国地域における NEDO の総

合窓口としての機能を担います。 

四国 NEDOデスク設置により、スタートアップや中小企業等が戦略的に連携

して共同研究開発等を進めるオープンイノベーションの促進や、地域のカー

ボンニュートラルに向けた取組促進など、四国地域におけるイノベーション

創出を目指します。 

 

２．四国 NEDOデスク概要 

設 置 日：令和７年５月２７日（火曜日） 

設置場所：四国経済産業局地域経済部新事業推進課内 

  （香川県高松市サンポート３－３３ 高松サンポート合同庁舎北館７階） 

主な業務：地域企業や研究機関の技術開発等の相談対応や支援施策の情報発信 

個別相談申込先： exl-nedo-shikoku@meti.go.jp（随時受付） 

※個別相談は事前予約制。相談時間は１者あたり最大６０分とします。 

※上記メールアドレスにメールを送付いただくと NEDO 及び四国経済産業局の

担当者まで届きます。 

mailto:exl-nedo-shikoku@meti.go.jp
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※相談希望者はメールに以下の事項を記載して下さい。 

【申込項目】 

① 企業名： 

② 相談者名： 

③ 連絡先（メール、電話）： 

④ 相談希望時間帯（ex.１０：００～１２：００、１３：００～）： 

⑤ 相談内容： 

 

３．四国 NEDOデスク担当職員在席日 

令和７年５月２７日（火曜日）１３：００～１７：００ 

令和７年５月２８日（水曜日） ９：００～１２：００ 

 ※今後２ヶ月に１回程度、NEDO 担当職員が在席する予定です。今後の在席日

時は決定次第、HP等で周知します。 

 

４．NEDO概要（参考） 

名  称：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

略  称：NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization） 

設  立：平成１５年１０月１日 

組織概要：持続可能な社会の実現に必要な研究開発の推進を通じて、イノベ

ーションを創出する国立研究開発法人です。リスクが高い革新的な

技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進する「イノベーシ

ョン・アクセラレーター」として、社会課題の解決を目指していま

す。 

NEDOウェブサイト：https://www.nedo.go.jp/ 

 

  

 

 

 

 

 

※本発表資料以外のお問い合わせは総務課広報担当（087-811-8505）にお願いします。 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  四国経済産業局 地域経済部 新事業推進課長 松岡 

担当者： 安田、大坪 

   電 話：087-811-8517（直通） 

   ＵＲＬ： https://www.shikoku.meti.go.jp/  

https://www.nedo.go.jp/
https://www.shikoku.meti.go.jp/

